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新旧対照表（案） 

○神奈川県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則 

 

新 旧 

（生産数量等の報告） （販売数量等の報告） 

第４条 法第４条第１項若しくは第３項の規定により知事の登録を受けた普通

肥料、法第16条の２第１項若しくは第２項の規定による知事への届出に係る指

定混合肥料又は法第22条第１項の規定による知事への届出に係る特殊肥料の

生産業者は、毎年２月末日までに、前年中に生産した当該普通肥料、指定混合

肥料又は特殊肥料について肥料生産数量報告書（第３号様式）により知事に報

告しなければならない。 

第４条 肥料の輸入業者、生産業者及び販売業者は、次の区分に従い、毎年２月

末日までに知事に報告しなければならない。 

 (１) 輸入業者又は販売業者は、前年中に輸入又は販売した普通肥料及び特殊

肥料について、輸入業者にあつては肥料輸入数量報告書（第３号様式）によ

り、販売業者にあつては肥料販売数量報告書（第４号様式）による。 

 (２) 生産業者は、前年中に生産及び販売した普通肥料又は特殊肥料について

肥料生産及び販売数量報告書（第５号様式）により、普通肥料の生産に使用

した原料及び材料並びに普通肥料に混入した異物について肥料原料等使用

数量報告書（第６号様式）による。 

２ 法第22条第１項の規定による知事への届出に係る特殊肥料の輸入業者は、毎

年２月末日までに、前年中に輸入した当該特殊肥料について肥料輸入数量報告

書（第４号様式）により知事に報告しなければならない。 
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新 旧 

第３号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第３号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４横長型） 
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新 旧 

第４号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 第４号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４横長型） 
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新 旧 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４横長型） 
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新 旧 

（削除） 

 

第６号様式（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４横長型） 

 

 

 

 

 


